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新型コロナウイルス感染症に係る登校判断の考え方について（通知） 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染予防について、ご家庭のご協力に心から感謝いたします。 

さて、県内でも感染力の強い「変異株」による感染が拡大し、これまでの感染対策を一層

強化徹底する必要があるとされています。そこで、児童生徒の登校判断の考え方を下記のと

おり変更します。当面の間はこの考え方に従って対応させていただきますのでよろしくお願

いいたします。なお、本人やご家族に風邪の症状がある場合は、登校しないように引き続き

お願いいたします。 

記 

 

≪児童生徒の登校について≫ ※太枠が追加・変更箇所です。 

事 例 児童生徒（教職員）本人 学 校 

濃厚接触者と通常の接

触 
体調に異常がなければ登校 通常授業 

同居の家族が接触者と

して抗原検査又はＰＣ

Ｒ検査対象 

検査で家族の陰性が確認され

るまで登校を控え※、以後は

慎重に健康観察しながら登校 

通常授業 

同居の家族が濃厚接触

者 

ＰＣＲ検査で家族の陰性が確

認されるまで登校を控え、以

後は慎重に健康観察しながら

登校 

通常授業 

家族等が感染し、その接

触者として抗原検査又

はＰＣＲ検査対象 

検査で陰性が確認されるまで

登校を控え※、以後は慎重に

健康観察しながら登校 

通常授業 

家族等が感染し、その濃

厚接触者に特定 
出席停止（観察期間経過まで） 通常授業 

児童生徒が感染 出席停止 
校内の感染状況を調査する

間、当該校は臨時休業 

感染した児童生徒の接

触者として抗原検査又

はＰＣＲ検査対象 

検査で陰性が確認されるまで

登校を控え※、以後は慎重に

健康観察しながら登校 

校内の感染状況により臨時

休業の範囲と期間を決定 

感染した児童生徒の濃

厚接触者 
出席停止（観察期間経過まで） 

校内の感染状況により臨時

休業の範囲と期間を決定 

  ※登校を控えていただいた場合は欠席扱いになりません。 
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